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(57)【要約】
シアータイプの靴下や他のトウレス衣類などの衣類は、
衣類の着用者の下肢の少なくとも一部をとり囲むように
構成された本体部分と、本体部分の一端に隣接するウェ
ルト部分とを含む。ウェルト部分は、着用者の足をとり
囲むように構成され、着用者の足の一部分のための開口
を画成する。ウェルト部分は、折り返しウェルトを含む
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衣類であって：
　前記衣類の着用者の下肢の少なくとも一部をとり囲むように構成された本体部分と；
　前記本体部分の一端に隣接し、前記着用者の足をとり囲むように構成され、開口を画成
する、ウェルト部分と；を備える、
　衣類。
【請求項２】
　前記ウェルト部分は、折り返しウェルトを備える、
　請求項１に記載の衣類。
【請求項３】
　前記衣類は、前記ウェルト部分が前記足の土踏まずのところで前記足をとり囲むように
構成される、
　請求項１又は請求項２に記載の衣類。
【請求項４】
　前記ウェルト部分は、前記ウェルト部分に取り付けられる、又は前記ウェルト部分と一
体に形成されるシリコーンバンドを備える、
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の衣類。
【請求項５】
　前記ウェルト部分は、シリコーンフリーである、
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の衣類。
【請求項６】
　前記ウェルト部分は、ナイロン糸及びスパンデックス糸を備える、
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の衣類。
【請求項７】
　前記ウェルト部分は、前記本体部分に継ぎ目なく編み付けられる、
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の衣類。
【請求項８】
　前記ウェルト部分は、前記本体部分に縫い付けられる、
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の衣類。
【請求項９】
　前記ウェルト部分は第１の糸を有し、前記第１の糸は前記本体部分にある第２の糸より
も太い、
　請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の衣類。
【請求項１０】
　前記ウェルト部分の第１の糸の太さは、前記本体部分にある第２の糸の太さの約３倍で
ある、
　請求項９に記載の衣類。
【請求項１１】
　前記第１の糸は、７０デニール糸を備える、
　請求項９又は請求項１０に記載の衣類。
【請求項１２】
　前記ウェルト部分の伸びは、少なくとも１１５％であり、
　前記ウェルト部分は、伸ばされていない元の長さを超えて伸ばされると、前記着用者の
足の一部を圧迫するように構成される、
　請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記載の衣類。
【請求項１３】
　前記衣類は、タイツ、ストッキング、靴下、パンツ、又はズボン下を備える、
　請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の衣類。
【請求項１４】
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　前記衣類は、シアータイプの靴下を備える、
　請求項１３に記載の衣類。
【請求項１５】
　衣類の本体部分によって、前記衣類の着用者の下肢の少なくとも一部をとり囲むステッ
プと；
　前記衣類のウェルト部分によって、前記着用者の足の一部分をとり囲むステップであっ
て、前記ウェルト部分は前記本体部分に結合されている、前記とり囲むステップと；を備
える、
　方法。
【請求項１６】
　前記ウェルト部分は、前記着用者の足の一部をとり囲む折り返しウェルトを備える、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記着用者の足の一部分をとり囲む前記ステップは、前記ウェルト部分によって、前記
着用者の足の土踏まず域をとり囲むステップを備える、
　請求項１５又は請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記着用者の足の一部分をとり囲む前記ステップは、前記ウェルト部分によって、前記
着用者の足の一部分を圧迫するステップを備え、
　前記ウェルト部分の伸びは、少なくとも１１５％である、
　請求項１５乃至請求項１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　ウェルト部分によって、前記着用者の足の一部分をとり囲む前記ステップは、前記着用
者の足の一部分を、前記ウェルト部分に直接接触させるステップを備える、
　請求項１５乃至請求項１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ウェルト部分は、シリコーンフリーであり、
　前記着用者の足は、前記ウェルト部分に近接するシリコーンに接触しない、
　請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ウェルト部分を、前記足の第１の既述の部分とは異なる、前記足の第２の部分へ、
前記足に沿って移動させるステップを備える、
　請求項１５乃至請求項２０のいずれか１項に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１７年７月２８日に出願された米国仮特許出願第６２／５３８，４９４号
の優先権の利益を請求し、その内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、トウレス（つま先なし）衣類に関する。
【背景技術】
【０００３】
　タイツ、靴下、他の下半身用衣類は、着用者が望む動きに応じて、又は、衣類に望まれ
る機能に応じて、オープントウ型（つま先開型）とクローズトウ型（つま先閉型）とする
ことができる。オープントウ型の下半身用衣類は、衣類のオープントウ部分（つま先開き
部分）を着用者の適所に保持するために、シリコーン、つま先輪状構造、又はかんぬき止
め縫いを含むことが多い。
【発明の概要】



(4) JP 2020-528971 A 2020.10.1

10

20

30

40

50

【０００４】
　本開示は、着用者の足の一部をとり囲むウェルト（縁飾り、縁かがり）部分を含む、ト
ウレス衣類などの衣類について述べる。
【０００５】
　態様によっては、衣類は、衣類の着用者の下肢の少なくとも一部をとり囲むように構成
された本体部分と、本体部分の一端に隣接するウェルト部分とを含む。ウェルト部分は着
用者の足をとり囲むように構成されており、このウェルト部分が開口を画成する。
【０００６】
　この態様及び他の態様は、以下の特徴のうち１つ又は複数を含むことができる。ウェル
ト部分は折り返し（裏返し）ウェルトを含むことができる。衣類は、ウェルト部分が足の
土踏まずのところで足をとり囲むように構成することもできる。ウェルト部分は、ウェル
ト部分に取り付けられた、又は、ウェルト部分と一体に形成された、シリコーンバンドを
含むことができる。ウェルト部分はシリコーンを含まなくてもよい。ウェルト部分は、ナ
イロン糸及びスパンデックス糸を含むことができる。本体部分に、ウェルト部分を継ぎ目
なく（シームレスに）編み付けることができる。本体部分に、ウェルト部分を縫い付ける
こともできる。ウェルト部分は第１の糸を含むことができ、第１の糸は本体部分にある第
２の糸よりも太い。ウェルト部分の第１の糸の太さは、本体部分にある第２の糸の太さの
約３倍であってもよい。第１の糸は７０デニール糸であってもよい、又は、７０デニール
糸を含んでもよい。ウェルト部分の伸びは少なくとも１１５％であってよく、ウェルト部
分は、伸ばされていない元の長さを超えて伸ばされると、着用者の足の一部を圧迫するよ
うに構成されてもよい。衣類として、タイツ、ストッキング、靴下、パンツ、及びズボン
下が挙げられる。衣類としては、シアー（ｓｈｅｅｒ、薄手で透明感のある）タイプの靴
下類であってもよい。
【０００７】
　本開示の特定の態様は、着用者の足をとり囲む方法を含む。この方法は、衣類の本体部
分によって、衣類の着用者の下肢の少なくとも一部をとり囲むステップと、衣類のウェル
ト部分によって、着用者の足の一部分をとり囲むステップとを含む。ウェルト部分は本体
部分に結合される。
【０００８】
　この態様及び他の態様は、以下の特徴のうち１つ又は複数を含むことができる。ウェル
ト部分は、着用者の足の一部分をとり囲む折り返しウェルトを含むことができる。着用者
の足の一部分をとり囲むステップは、ウェルト部分によって着用者の足の土踏まず域をと
り囲むステップを含むことができる。着用者の足の一部分をとり囲むステップは、ウェル
ト部分によって着用者の足の一部分を圧迫するステップを含むことができ、ここでウェル
ト部分の伸びは、少なくとも１１５％である。ウェルト部分によって着用者の足の一部分
をとり囲むステップは、着用者の足の一部分を、ウェルト部分に直接接触させるステップ
を含むことができる。このウェルト部分はシリコーンフリーとすることができ、着用者の
足は、ウェルト部分に近接するシリコーンに接触しない。本方法は、ウェルト部分を、第
１の既述の部分とは異なる第２の部分へ、足に沿って移動させるステップを含むことがで
きる。
【０００９】
　第１の態様において、衣類は、衣類の着用者の下肢の少なくとも一部をとり囲むように
構成された本体部分と、本体部分の一端に近接し、着用者の足をとり囲むように構成され
たウェルト部分とを含み、ウェルト部分は、開口を画成する。
【００１０】
　第１の態様による第２の態様において、ウェルト部分は折り返しウェルトを含む。
【００１１】
　第１の態様又は第２の態様による第３の態様において、衣類は、ウェルト部分が足の土
踏まずのところで足をとり囲むように構成される。
【００１２】
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　第１の態様乃至第３の態様のいずれか１つの態様による第４の態様において、ウェルト
部分は、ウェルト部分に取り付けられた、又はウェルト部分と一体に形成されたシリコー
ンバンドを備える。
【００１３】
　第１の態様乃至第３の態様のいずれか１つの態様による第５の態様において、ウェルト
部分は、シリコーンフリーである。
【００１４】
　第１の態様乃至第５の態様のいずれか１つの態様による第６の態様において、ウェルト
部分は、ナイロン糸及びスパンデックス糸を含む。
【００１５】
　第１の態様乃至第６の態様のいずれか１つの態様による第７の態様において、ウェルト
部分は、本体部分に継ぎ目なく編み付けられる。
【００１６】
　第１の態様乃至第６の態様のいずれか１つの態様による第８の態様において、ウェルト
部分は、本体部分に縫い付けられる。
【００１７】
　第１の態様乃至第８の態様のいずれか１つの態様による第９の態様において、ウェルト
部分は第１の糸を有し、第１の糸は本体部分にある第２の糸よりも太い。
【００１８】
　第９の態様による第１０の態様において、ウェルト部分の第１の糸の太さは、本体部分
にある第２の糸の太さの約３倍である。
【００１９】
　第９の態様又は第１０の態様による第１１の態様において、第１の糸は、７０デニール
糸を含む。
【００２０】
　第１の態様乃至第１１の態様のいずれか１つの態様による第１２の態様において、ウェ
ルト部分の伸びは、少なくとも１１５％であり、ウェルト部分は、伸ばされていない元の
長さを超えて伸ばされると、着用者の足の一部を圧迫するように構成される。
【００２１】
　第１の態様乃至第１２の態様のいずれか１つの態様による第１３の態様において、衣類
は、タイツ、ストッキング、靴下、パンツ、又はズボン下を含む。
【００２２】
　第１３の態様による第１４の態様において、衣類はシアータイプの靴下を含む。
【００２３】
　第１５の態様において、本方法は、衣類の本体部分によって衣類の着用者の下肢の少な
くとも一部をとり囲むステップと、衣類のウェルト部分によって、着用者の足の一部分を
とり囲むステップであって、ウェルト部分は本体部分に結合される、前記足の一部分をと
り囲むステップと、を含む。
【００２４】
　第１５の態様による第１６の態様において、ウェルト部分は、着用者の足の一部分をと
り囲む折り返しウェルトを含む。
【００２５】
　第１５の態様又は第１６の態様による第１７の態様において、着用者の足の一部分をと
り囲むステップは、ウェルト部分によって、着用者の足の土踏まず域をとり囲むステップ
を含む。
【００２６】
　第１５の態様乃至第１７の態様のいずれか１つの態様による第１８の態様において、着
用者の足の一部分をとり囲むステップは、ウェルト部分によって、着用者の足の一部分を
圧迫するステップを含み、ウェルト部分の伸びは少なくとも１１５％である。
【００２７】
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　第１５の態様乃至第１８の態様のいずれか１つの態様による第１９の態様において、ウ
ェルト部分によって着用者の足の一部分をとり囲むステップは、着用者の足の一部分を、
ウェルト部分に直接接触させるステップを含む。
【００２８】
　第１９の態様による第２０の態様において、ウェルト部分はシリコーンフリーであり、
着用者の足はウェルト部分に近接するシリコーンに接触しない。
【００２９】
　第１５の態様乃至第２０の態様のいずれか１つの態様による第２１の態様において、本
方法は、ウェルト部分を、第１の既述の部分とは異なる第２の部分へ、足に沿って移動さ
せるステップを含む。
【００３０】
　本開示で述べる主題の１つ又は複数の実施の詳細を、添付の図面及び以下の説明で述べ
る。主題の他の特徴、態様、及び利点は、説明、図面、及び特許請求の範囲から明らかと
なる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、着用者の足に着用されたトウレス衣類例の部分側面図である。
【００３２】
【図２】図２は、着用者の足に着用されたトウレス衣類例の部分正面図である。
【００３３】
【図３１】図３１Ａ、図３１Ｂはそれぞれ、着用者に着用されたトウレス衣類例の正面図
、斜視図である。
【図３２】図３２Ｃ、図３２Ｄはそれぞれ、着用者に着用されたトウレス衣類例の左側面
図、右側面図である。
【図３３】図３３Ｅは、着用者に着用されたトウレス衣類例の詳細斜視図である。
【００３４】
【図４】図４は、トウレス衣類によって着用者の足をとり囲む方法例のフローチャートで
ある。
【００３５】
　異なる図面における同様の符号及び名称は同様の要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本開示は、例えば、衣類着用者の足の少なくとも一部分と、着用者の下肢の少なくとも
一部とを覆うことを意図するトウレス衣類について述べる。トウレス衣類は、本体部分と
、本体部分の一端にあるウェルト部分又はつま先折り返し（トウカフ）とを含む。ウェル
ト部分は折り返しウェルトを含むことができ、折り返しウェルトは、着用者の足を圧迫し
てウェルト部分を着用者の足の適所に保持する。ウェルト部分は、手で調節することがで
き、着用者の足に沿う任意の箇所に位置決めすることができる。例えば、ウェルト部分を
、足の母指球、足の土踏まず、又は、足に沿う別の場所など、着用者の足のつま先と踵と
の間の任意の箇所に位置決めすることができる。ウェルト部分には、つま先折り返しを適
所に保持するために従来から用いられているシリコーン又は他のポリマ、トウループ又は
バータックがなくてもよい。本明細書で述べるトウレス衣類は、フレキシブルなワードロ
ーブを楽しめるように、様々なタイプの靴を使用するオプションを着用者に提供する。
【００３７】
　図１及び図２は、着用者の足１１０に位置決めされたトウレス衣類例１００の部分側面
図及び部分正面図である。衣類１００は、着用者の下肢の一部（例えば足首、ふくらはぎ
、及び／又は向こうずね）、及び、着用者の足１１０の一部（例えば踵、土踏まず、及び
／又は他の部分）をとり囲む本体部分１０２を含む。本体部分１０２は、着用者の脚をと
り囲むほぼ円筒形の布地として示されている。図１及び図２では、本体部分１０２が着用
者の下肢、踵、土踏まずを覆うように示されているが、本体部分１０２は、着用者のこれ
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よりも多い又は少ない身体部分を覆ってもよい。衣類１００は、本体部分１０２の一端に
隣接するウェルト部分１０４も含む。ウェルト部分１０４は、本体部分１０２の一端に取
り付けられる円筒状、輪状のウェルトであってもよい。ウェルト部分１０４を、本体部分
１０２の一端に取り付け、様々な方法で、本体部分１０２に結合できる。例えば、ウェル
ト部分１０４を、本体部分１０２に（例えば、継ぎ目なく）編み付ける、本体部分１０２
に縫合又はかがり縫いする、本体部分１０２に接着若しくは溶着する、又は、他の方法で
本体部分１０２の一端に結合することができる。
【００３８】
　ウェルト部分１０４は足１１０の一部をとり囲み、つま先１１２を含む足１１０の端部
が通り抜けられる開口１０６を画成する。ウェルト部分１０４は衣類１００のつま先折り
返しとして働き、いくつかの例では、折り返しウェルトを含む。図１及び図２は、折り返
しウェルトを含んだ、衣類例１００のウェルト部分１０４を示しているが、ウェルトは別
の種類であってもよい。折り返しウェルトは、最外端に折り返し端を持つ２層ウェルトを
形成する。折り返しウェルトの内側端は、本体部分に、編み付ける、継ぎ目なく編み付け
る、かがり縫いする、縫い合わせる、若しくは接着することができる、又は、他の方法で
結合することができる。
【００３９】
　ウェルト部分１０４により画成された開口１０６により、つま先１１２を含む足１１０
の端部がウェルト部分１０４を通り抜け、よってウェルト部分は、開口１０６のところで
足１１０の一部をとり囲むことができる。図１及び図２には、足１１０の母指球をとり囲
む状態のウェルト部分１０４が示されている。しかし、足１１０におけるウェルト部分１
０４の位置は異なってよい。例えば、ウェルト部分１０４は、土踏まず、母指球、又は、
つま先１１２と踵との間の他の部分で足１１０をとり囲むことができる。
【００４０】
　ウェルト部分１０４及び本体部分１０２は、様々な糸を含んでいても、様々な糸からで
きていてもよい。例えば、本体部分１０２及び／又はウェルト部分１０４は、ナイロン糸
やスパンデックス糸を含んでもよい。糸の太さ及び繊度（デニール）は、本体部分１０２
とウェルト部分１０４との間で同じであっても異なっていてもよい。例えば、ウェルト部
分１０４は、第１の太さの第１の糸を含み、この第１の糸の太さは、本体部分１０２の第
２の糸の第２の太さよりも太い。実施例によっては、第１の糸の太さは第２の糸の太さの
約３倍である。特定の実施において、ウェルト部分１０４は、本体部分の糸よりも大きい
繊度（デニール）の糸を含む。例えば、ウェルト部分１０４の第１の糸は７０デニール糸
を含むが、本体部分１０２の第２の糸はこれよりも小さいデニールの糸を有する。糸は、
鞘（シース）／芯（コア）配置、並列配置、又は、鞘（シース）／芯（コア）偏心配置の
構成をとるバイコンポーネント繊維（２成分繊維）を含んでよい。
【００４１】
　ウェルト部分１０４は、足１１０の一部分を取り囲み、圧迫する。実施によっては、ウ
ェルト部分１０４の伸ばされていない初めの長さ（例えば、周長）は、ウェルト部分１０
４がとり囲む足１１０の一部分の周長よりも短い。ウェルト部分１０４は、足１１０の一
部分の周りにフィットするまで伸び、ウェルト部分１０４の弾性特性（例えば、ストレッ
チバック、弾性、及び／又はその他）により、ウェルト部分１０４は付勢されて着用者の
足１１０を圧迫し、着用者の足１１０の位置決めされた位置に留まる。言い換えれば、着
用者の足１１０の一部分が、ウェルト部分１０４を、その伸ばされていない初めの長さを
超えて伸ばすので、ウェルト部分１０４の弾性が、ウェルト部分１０４を、伸ばされてい
ない初めの長さに戻すべく付勢することで、ウェルト部分１０４は着用者の足１１０の一
部分に圧迫力を付与する。
【００４２】
　ウェルト部分１０４の大きさは、例えば、厚さ、幅（例えば、ウェルト部分１０４の最
外端から、本体部分１０２に隣接する、ウェルト部分の内端までの寸法）、及び／又は、
長さ（例えば、周長）を変更できる。実施例によっては、ウェルト部分１０４は、長さ又
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は周長が約３‐３／４インチ、幅が１／８インチから１／２インチ（例えば、１／８イン
チ、１／４インチ、１／２インチ他）、及び／又は、厚さが約１／１６インチである。し
かし、これらの寸法は変えることができる。実施によっては、ウェルト部分１０４（例え
ば、折り返しウェルト）の伸びは少なくとも１１５％である。ここで、この伸びは（Ｌ１
－Ｌ０）／Ｌ０であり、Ｌ０は、伸びていない長さであり、Ｌ１は、伸びた長さである。
例えば、長さ（例えば、周長）が３‐３／４インチ（Ｌ０）、伸びた長さが８インチ（Ｌ
１）であるウェルト部分例の場合、このウェルト部分例の伸び（パーセント）は、約１１
５％である。
【００４３】
　ウェルト部分１０４の弾性特性及び圧迫特性により、ウェルト部分１０４は、自ら、足
１１０の上に位置をとり、例えば、着用者が動いたり移動したりしている間も、足１１０
の上の位置を維持することができる。図１及び図２のウェルト部分１０４からは、埋め込
み、接着、又は他の方法で結合されるシリコーンが排除されている。シリコーン、及び他
のポリマは、皮膚刺激を引き起こす可能性があるため、ウェルト部分１０４からシリコー
ン、又は他のポリマを排除することにより、着用者の快適性は向上する。加えて、シリコ
ーンを設けずにウェルト部分１０４を製造する（例えば、編む）ことで、製造コストを低
減できる。しかし、場合によっては、ウェルト部分１０４の内面に、着用者の足１１０に
係止する（例えば、貼りつく）シリコーン（例えば、シリコーンバンド、シリコーンライ
ン、及び／又は他のシリコーン応用物）及び／又は他のポリマを含むことができる。
【００４４】
　図１及び図２のウェルト部分１０４は、トウループもバータックも含んでいない。トウ
ループ及びバータックは、例えば着用者のつま先との間の皮膚を刺激して不快の原因にな
り得るので、これらを排除することで着用者の快適性は向上する。また、多くの場合、ト
ウループ及びバータックは、つま先折り返し部分を、着用者の足の１か所にしか位置取り
させることができないのに対し、トウループ又はバータックを排除することで、ウェルト
部分を着用者の足１１０のどこにでも自由に位置取りさせることができるようになる。し
かし、場合によっては、ウェルト部分１０４は、着用者の隣り合うつま先間に位置するよ
うに構成された１つ又は複数のトウループ及び／又は１つ又は複数のバータックを含むこ
とができる。
【００４５】
　衣類１００は多くの種類の衣類で実施できる。例えば、衣類１００としては、靴下（例
えば、シアータイプの靴下）、タイツ、ストッキング、パンツ、ズボン下、及び／又は他
の種類の衣類が含まれる。例えば、図３１Ａ乃至図３３Ｅは、それぞれ、（図３１Ａ乃至
図３３Ｅにマネキンとして示された）着用者１１４に着用されたトウレス衣類例２００の
正面図、斜視図、左側面図、右側面図、及び詳細斜視図である）。図３１Ａ乃至図３３Ｅ
の衣類２００は、衣類２００がシアータイプの靴下、又はシアータイプのタイツである点
を除いて、図１及び図２の衣類１００と同様である。図１及び図２の本体部分１０２とウ
ェルト部分１０４と同様に、衣類２００は本体部分２０２とウェルト部分２０４とを含む
。
【００４６】
　図４は、例えば着用者の足の一部分をとり囲む方法例４００を説明するフローチャート
である。方法例４００は、上で述べた衣類例１００及び２００によって実施される。ステ
ップ４０２において、衣類の本体部分が衣類の着用者の下肢の少なくとも一部をとり囲む
。ステップ４０４において、衣類のウェルト部分が着用者の足の一部分をとり囲む。ウェ
ルト部分は本体部分に結合されている。場合によっては、ウェルト部分は折り返しウェル
トであり、着用者の足の土踏まず域及び／又は母指球をとり囲む。特定の場合、ウェルト
部分は、例えば、シリコーン、又は他のポリマなしで、着用者の足の一部と直接に接触す
る。ウェルト部分で足の一部をとり囲むステップは、ウェルト部分で足の一部分を圧迫す
るステップを含む。
【００４７】
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　多くの実施について述べた。しかし、言うまでもなく、本開示の主旨及び範囲から逸脱
することなく、様々な改変を行うことができる。
【符号の説明】
【００４８】
１００、２００　　衣類
１０２、２０２　　本体部分
１０４、２０４　　ウェルト部分
１０６　　開口
１１０　　足
１１２　　つま先
１１４　　着用者

【図１】 【図２】
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【図３３】 【図４】
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